
用語の解説

（単位：百万円）
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　自己資本比率は、経営の健全性・安全性を示す経営指標の
一つです。
　当金庫の平成２６年３月末の自己資本比率は８.５６％であり、
国内基準（４％）を大きく上回っております。
　今後も経営体質の強化に努め、適正な利益水準の確保と、
ポートフォリオバランスを考えた業務展開により、自己資本比
率の水準を高めてまいります。

　お取引先の経営改善支援や事業再生のお手伝いを積極的
に推し進めてまいりましたが、平成２６年３月末の不良債権比
率は、前期比０.２１ポイント上昇し、４.７９％となりました。
　今後も、信用リスク管理態勢の充実・強化を図り、更なる資
産の健全性向上に向けて取り組んでまいります。

［単体自己資本比率（バーゼルⅢ国内基準）］

普通出資又は非累積的永久優先出資に係る会員勘定の額
　 うち、出資金及び資本剰余金の額
　 うち、利益剰余金の額
　 うち、外部流出予定額（△）
　 うち、上記以外に該当するものの額

１６,００４
１４,４９１
２,７４７
１１,８７８
１０９
△２５

平成26年
3月末

経過措置に
よる不算入額

（注）１．自己資本比率の算出方法を定めた「信用金庫法第８９条第１項において準用する銀
行法第１４条の２の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資
産等に照らし自己資本の充実の状況が適当かどうかを判断するための基準（平成１８
年金融庁告示第２１号）」が平成２５年３月８日に改正され、平成２６年３月３１日から改
正後の告示が適用されたことから、平成２５年度においては新告示に基づく開示を
行っております。

　　　なお、当金庫は「国内基準」を採用しております。
　　２．詳細につきましては、52ページ～59ページをご覧ください。

平成26年3月末

１０,３１２

平成24年3月末　 平成25年3月末

　お取引先の経営改善支援や事業再生支援に積極的に取り組みましたが、不良債権額は前年度より約６億９４百万円増
加し、不良債権比率は前年度から０.２１ポイント上昇し４.７９％となりました。
　今後も“最も相談しやすい地元のしんきん”の使命として、「お取引先と向き合い、お取引先とともに考える。」ことを基本に、
経営改善や事業再生をきめ細やかにお手伝いするとともに、信用リスクを適切に管理してまいります。

　金融機能の安定と再生を図ることを目的とした「金融機
能の再生のための緊急措置に関する法律（金融再生法）」に
基づき、当金庫の資産査定の結果を下記の４つの債権に区
分して開示しております。
　信用金庫法に基づくリスク管理債権が貸出金を対象と
するのに対し、金融再生法に基づく開示債権は貸出金のほ
か未収利息、仮払金、債務保証見返の各勘定を含みます。
　このようにリスク管理債権と比べて対象が拡大するた
め、開示額に差異が生じます。

　金融機関にとって最大のリスクは、貸出金の回収が困難
となる「信用リスク」ですが、当金庫ではこの「信用リスク管
理」の強化を図りながら健全経営に努め、地域金融機関と
してお取引先のお役に立つ融資に努めてまいりました。

◆破産更生債権及びこれらに準ずる債権
　破産、会社更生、民事再生、銀行取引停止処分等の事由により経営破綻に陥って
いる債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権。

◆危険債権
　債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契
約に従った債権の元本の回収及び利息の受け取りができない可能性の高い債権。

◆要管理債権
　自己査定において要注意先に区分された債務者に対する貸出金のうち、３ヵ月以上延
滞債権及び貸出条件緩和債権に該当する貸出金。

◆正常債権
　債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がない債権であり、「破産更生債権及び
これらに準ずる債権」、「危険債権」、「要管理債権」以外の債権。

◆破綻先債権
　破産、会社更生、民事再生、銀行取引停止処分等の事由により経営破綻に陥って
いる債務者に対する貸出金。

◆延滞債権
　自己査定による債務者区分が実質破綻先及び破綻懸念先の債務者に対する貸出
金。元本の回収及び利息の受け取りができない可能性の高い貸出金。

◆３ヵ月以上延滞債権
　元本または利息の支払いが３ヵ月以上延滞している貸出金で破綻先債権、延滞債
権には該当しない貸出金。

◆貸出条件緩和債権
　貸出先の再建・支援のため金利の減免や元本の返済猶予など貸出条件について一
定の譲歩をした貸出金。（上記破綻先債権、延滞債権、３ヵ月以上延滞債権を除く）

○貸出資産に関しましては、法令等に基づき、適切に開示することが求められております。
○当金庫の金融再生法開示債権（根拠法：金融再生法）、及びリスク管理債権（根拠法：信用金庫法）は以下のとおりです。

（単位：百万円）

（注）1.「担保・保証額」は、自己査定に基づいて計算した担保の処分可能見込額及び保証による回収が
可能と認められる額の合計額です。

　　2.「貸倒引当金」については、リスク管理債権区分の各項目の貸出金に対して引当てた金額を記載し
ており、貸借対照表の残高より少なくなっています。

　　3.「保全率」はリスク管理債権ごとの残高に対し、担保・保証、貸倒引当金を設定している割合です。

［リスク管理債権額の保全状況］

合　　計
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100.00％
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55.75％
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91.03％
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区　分 平成26年3月末
（単位：百万円）

破綻先債権
延滞債権

３ヵ月以上延滞債権
貸出条件緩和債権
合　　計

1,051
7,534
120
851
9,558

平成25年3月末

平成25年3月末
平成26年3月末
平成25年3月末
平成26年3月末
平成25年3月末
平成26年3月末
平成25年3月末
平成26年3月末
平成25年3月末
平成26年3月末

破綻先債権

延 滞 債 権

３ヵ月以上
延 滞 債 権

貸 出 条 件
緩 和 債 権

区　分 残　高
（Ａ）

担保・保証
（Ｂ）

貸倒引当金
（Ｃ）

保全率
（Ｂ+Ｃ）/Ａ

金融再生法に基づく開示債権関係 信用金庫法に基づくリスク管理債権関係

（単位：百万円）

（注）「金融再生法上の不良債権」における「貸倒引当金」は、正常債権に対する一般貸倒引当金を除
いて計上しております。

［金融再生法開示債権の保全状況］

破産更生債権
及びこれらに
準ずる債権

危険債権

正常債権
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要管理債権

金融再生法上
の不良債権
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平成26年3月末
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平成26年3月末
平成25年3月末
平成26年3月末
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平成26年3月末
平成25年3月末
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9,618
10,312
5,624
5,619
3,022
3,793
972
898

200,278
204,648
209,897
214,961

8,911
9,388
5,624
5,619
2,703
3,290
583
479

4,528
5,067
1,892
1,953
2,216
2,748
419
365

4,382
4,321
3,732
3,666
486
541
163
113

92.65％
91.05％
100.00％
100.00％
89.46％
86.72％
60.01％
53.31％

86.10％
82.40％
100.00％
100.00％
60.45％
51.82％
29.61％
21.28％

区　分 開示残高
（ａ）

保全率
（ｂ）/（ａ）

貸倒
引当金（d）

引当率
（ｄ）/（ａ-ｃ）

保全額
（ｂ）

担保保証
等による
回収見込額（c）

9,245

4.46％
４.79％

９，６１８

４.５８％

［金融再生法開示債権額］

［リスク管理債権額］

（注）これらの開示額は担保処分による回収見込額や既に引当てている個別貸倒引当
金を控除する前の金額であり、全てが損失となるものではありません。
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3,793
898
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区　分 平成26年3月末
（単位：百万円）

破産更生債権及びこれらに準ずる債権
危険債権
要管理債権
正常債権
合　　計

5,624
3,022
972

200,278
209,897

平成25年3月末

健全性について 不良債権の状況について
自己資本比率について

金融再生法に基づく開示債権

信用金庫法に基づくリスク管理債権

不良債権比率について

コア資本に係る基礎項目の額（イ）

  信用リスク・アセットの額の合計額
　　うち、経過措置によりリスク・アセットの額に算入さ

れる額の合計額
　　　うち、無形固定資産（のれん及びモーゲージ・サー

ビシング・ライツに係るものを除く。）
　　　うち、繰延税金資産
　　　うち、前払年金費用
　　　うち、他の金融機関等向けエクスポージャー
　　　うち、上記以外に該当するものの額

１８６,７７９
１７５,１５４

△４,３２１

１００

－
－

△６,０７５
１,６５３

リスク・アセット等の額の合計額（ニ）

無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ラ
イツに係るものを除く。）の額の合計額
　 うち、のれんに係るものの額

　   うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライ
ツに係るもの以外の額

－

－

－

－

100

－

100

コア資本に係る調整項目の額（ロ）

コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額
　 うち、一般貸倒引当金コア資本算入額
　 うち、適格引当金コア資本算入額

７６８
７６８
－

適格旧資本調達手段の額のうち、コア資本に係
る基礎項目の額に含まれる額 －

オペレーショナル・リスク相当額の合計額を８パー
セントで除して得た額 １１,６２５

１６,００４自己資本の額［（イ）－（ロ）］（ハ）

８.５６％自己資本比率［（ハ）÷（ニ）］

上記以外 － －

信用リスク・アセット調整額 －

公的機関による資本の増強に関する措置を通じ
て発行された資本調達手段の額のうち、コア資
本に係る基礎項目の額に含まれる額

－

土地再評価額と再評価直前の帳簿価格の差額の
４５パーセントに相当する額のうち、コア資本に
係る基礎項目の額に含まれる額

７４４

オペレーショナル・リスク相当額調整額 －

地域とともにあゆむ。杜の都信用金庫絆 健全性について・不良債権の状況について
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